
⼤阪府介護・福祉⼈材確保戦略

【２．労働環境・処遇の改善】
：腰痛など離職事由に応じた雇⽤管理改善と事業者の
取組み促進

➢介護ロボット導入・活用支援
⇒福祉機器、介護ロボットの導⼊助成と施設⻑等
マネジメント層・職員へのノーリフトポリシーの普及等

➢「(仮称)おおさか介護かがやき表彰」の創設
⇒優れた事業者の取組みを表彰・周知

【３．資質の向上】
：介護人材のスキルアップと定着促進のため、地域ごとの
取組みを支援

➢地域医療介護総合確保基⾦を活⽤し
市町村主体の取組みを推進
⇒ 地域内合同研修による同期づくり、リーダー養成、
市町村域内での法人連携支援 など

【１．参入促進】：ターゲットに応じた事業展開
➢若者など（職業としての介護をアピール）
⇒介護イメージアップ戦略
➢社会⼈経験者、⼥性など介護業務未経験者
⇒初任者研修の受講促進と職場への定着支援
➢地域の高齢者など
⇒介護入門者の参入促進（『介護助手』の育成）
➢障がい者など
⇒公共職業訓練による就職支援
➢ひとり親家庭の親など
⇒介護職場とのマッチング
➢外国人介護人材（在留資格「介護」に対応し円滑
な受入から就業継続へ）
⇒ 外国人留学⽣受⼊れガイドライン作成、
協議会の設⽴・研修等の実施

◆取組みの⽅向性：３つのアプローチによりオール⼤阪で介護・福祉⼈材の「量」と「質」を確保

◆戦略の背景：深刻化する介護・福祉⼈材の安定確保
○⾼齢化率の上昇と⽣産年齢⼈⼝（15〜64歳人口）の減少（2040年に約3割減）
○医療ニーズや認知症⾼齢者の増加など⾼度化・多様化するとともに、増大し続ける支援ニーズ。
○人材需給のミスマッチの拡大。2025年には介護サービス従事者は3.4万人不⾜。
＜府内介護・福祉従事者数（2016年度）＞介護サービス従事者：16.4万人、障がいサービス従事者：5.2万人、子育てサービス従事者：3.1万人
＜有効求⼈倍率＞介護関連職種：2016年10⽉以降、4倍強で推移、保育関連職種：3倍を突破 ⇒いずれも既に超⼈⼿不⾜



１．参入促進： 介護イメージアップ戦略

【現状と課題】
・ 介護職場に対するマイナスイメージが
広がっている

・ 特に若い世代において、職業としての
介護に対して正しい理解がされて
いない

・ 子ども世代に福祉・介護との接点が
少ない

夜勤があって
しんどそう

体⼒勝負の仕事？
給料も安そうだし・・・

対
応
の
方
向
性

お年寄りとどう接して
いいかわからない

【今後の取組み（案）】
◇ 教育機関と連携し、⾼校⽣や進路担
当教員向けに福祉・介護の仕事への
理解を深める
○ 「高校生向け出前講座」
（介護技術体験、施設訪問）

○ 高校教員向け勉強会

◇ 若者に対するイメージアップ広報の
実施
（例）話題性のある取組みで
若者向けにアピール

◇ 地域若者サポートステーションとの
連携により職場体験に誘導

◇ 市町村教育委員会と連携して
⼩中学⽣の理解促進
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l 介護未経験者の介護分野への参⼊のきっかけを作るとともに、参⼊障壁となっている介護に関する様々な不安を払拭す
るため、介護業務の⼊⾨的な知識・技術の修得のための研修を導⼊し、介護⼈材のすそ野を拡げ、中⾼年齢者など多
様な人材の参入を促進する。

l 具体的には、中⾼年者や⼦育てが⼀段落した主婦層をはじめとする求職者や退職を控えた方などへの研修の参加を呼
びかけるとともに、⼊⾨的研修の実施から研修受講後の介護施設・事業所とのマッチングを⾏い、介護分野での雇⽤に
つなげていく。

１．参入促進：介護入門者の参入促進事業 『介護助手』の育成〜施設・事業所への導⼊

「介護入門者」向け研修の実施
※国が規定するカリキュラム

退職予定者
（地域の企業、自
治体の関係機関等
へ周知）

中高齢者

子育てが一段
落した主婦層

研修受講者と事業所とのマッチング

特養やデイサービスなどにおいて
『介護助手』 として従事

※大阪福祉人材支援センター

【事業効果】
①地域の元気⾼齢者や⼦育てが⼀段落した主婦層をはじめ、多様な人材の参入促進のきっかけとなる。
⇒介護の担い手が増える。
②担い手増加に伴い、事業所・施設内の介護職員の労働環境が整備 され、介護職員の専門職化が
可能となる。

③特に高齢者において、介護の現場を知り、学ぶことで、「介護予防」につながる。

地域の多様な人材

研修参加の周知・広報
⇒市町村、⽼⼈クラブ、公⺠館等

身近な地域で自分のあった
時間で多様な働き方

など
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○現状と課題
・障がいのある⽅の就職を⽀援するため、初任者養成研修や介護補助・清掃の職業訓練を⺠間教育訓練機関に委託して実施
・受講者のうち約７割が就職
＜現状＞
【知識・技能習得訓練】 介護職員初任者養成研修科（研修期間：２か月） 対象障がい：精神・身体（聴覚）・知的
【デュアルシステム訓練】 介護現場で働くための基礎実践科（訓練期間：３か月） 対象障がい：知的・発達

・受講者が定員を充足しておらず、ニーズを踏まえた訓練内容の設定や訓練実施場所の拡充が必要
○今後の方向性
・就労移⾏⽀援事業所等に対し、制度を周知し⽀援機関等から訓練受講を通じた就業へと誘導するなど、関係機関の連携を強化する
・障がい者がなるべく⾝近な地域で訓練受講ができるよう、訓練未実施地域の⺠間養成研修事業者等に訓練受託を働きかける
・府⽴⾼等職業技術専⾨校において、介護補助分野等への就職につながる訓練について2018年度以降の実施を検討する

○事業の流れ
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１．参入促進：公共職業訓練による障がい者の就職支援



ひとり親家庭の親のニーズの掘り起こし ひとり親家庭の親（子育て中の親）が働きやすい
介護職場環境の整備

・ ⺟⼦家庭等就業・⾃⽴⽀援センターの取組みと社会福祉協議会の新たな取組の連動による介護職場への誘導（市町村とも情報共有）
・ ソフト面の取組みとして介護職場のイメージアップや働きやすい勤務体制の導入を促進
・ ハード⾯の取組みとして市町村に補助⾦の利⽤を促進するなど、環境整備された働きやすい介護職場を実現

今後の対応

（検討の例）
・ 介護⼈材確保対策の「離職防⽌・定着促進対策」の一環として、ひとり親の親を
含めた「子育て中の親」への支援
（離職理由として最多の「結婚、出産・育児」(31.7%)の解消に向けた対策）

➢ 例えば、介護施設整備に係る既存補助⾦の活用を市町村に促し、働きやすい
環境の整備に資する

＜②ハード面での環境整備＞
事業所の整備ニーズ等を踏まえ、既存整備補助事業を活用した取組みの検討

＜①ソフト面での環境整備＞
働きやすい・働きたくなる介護職場を目指したソフト環境整備の検討

● 介護職場での就労を希望する人材に対する支援
⇒ 求職者⽀援給付⾦等の活用促進

⇒ ひとり親家庭の親への就業環境整備に協⼒する施設団体とのマッチング
（左図の⺟⼦家庭等就業・⾃⽴促進センターにおける職業紹介窓⼝と連携）

● 介護職場における雇用条件の配慮
⇒ ひとり親家庭の親の就業時における夜勤無しなどの配慮の促進
⇒ ひとり親家庭の親の正社員化の推進

求職者（ひとり親家庭の親）

介護職場の求人（事業所）と求職者（ひとり親）をマッチング

施設訪問（職場体験）
＜実際の現場を体験＞

【社会福祉協議会】 【⺟⼦家庭等就業・⾃⽴センター】
介護職場に興味ある方が参加(新) 介護職場も含めた職業紹介(現⾏)

誘
導

☆ ⺟⼦家庭等就業・⾃⽴センターでの職業紹介と社会福祉協議会
の「ひとり親」を対象とした取組みを連動させ、介護職場に誘導

新規
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１．参入促進：ひとり親家庭の親と介護職場とのマッチング

就職セミナー
＜介護の仕事の概要説明＞

事業者との合同面接会
＜求人事業者との面接＞

就業相談・職業紹介窓口
ひとり親家庭の親の

就業環境整備に協⼒する
介護施設団体等とも連携

託児
サービス付



■事業内容
・介護ロボットの導入費助成
■補助対象者 府内介護事業者
■補助対象機器（ロボット）
①次の５つの日常生活支援において、介護従事者の負担軽減効果が
ある介護ﾛﾎﾞｯﾄの購入費
・移乗支援 ・移動介護 ・排泄支援 ・⾒守り ・入浴支援

②ロボット技術を活用して、従来の技術ではできなかった優位性を
発揮する介護ロボット
③販売価格が公表されており、一般購入できるものであること。

①介護ロボット機器購入補助事業
■事業内容
・介護ロボット機器購入補助事業により助成を受けた介護事業所の施設
⻑等の現場職員等を対象に、以下の研修等を実施し、介護ロボット機
器導入後の定着・活用支援を図る。

■テーマ
・持ち上げない介護（ノーリフト・ポリシー）の概念普及〜介護福祉機器等
を活用したこれからの安全な介護

■内容
・介護従事者の離職原因である⾝体的負担等の要因及び対策、また、
人の⼿による持ち上げは、「転落」や「⽪膚裂傷」の危険性等の点で、
利⽤者の安全性の観点からも課題があることについて理解を深める

②ノーリフト・ポリシー普及啓発事業

■高齢化社会の進展に伴う介護需要が増大していく中、介護従事者の離職率の
低下に向けた「雇用環境の改善」に向けた取組みが求められている。
H28離職率：全職種(全国)15.0% 介護職(全国)16.7% 介護職(大阪府)18.7%

■介護従事者の労働条件等の悩み等については、「身体的負担が大きい（腰痛や
体⼒に不安がある）」が約3割（29.9%）、特養などの施設では約半数にのぼる。
また、介護従事者の腰痛保有率は6割との調査結果も存在。
■施設等における「リフト」の導⼊率は9.7％であり、また、介護ロボットを導入して
いない施設は８割近くにのぼる。

大阪府内の現状 【対応の方向性】
○ 腰痛問題の解消とともに業務の効率化など職場環境の改善を図る
ため、移乗介助支援などの現場に福祉機器、介護ロボットを導入する
際の助成措置等を講ずることが必要である。

○ 併せて、導⼊した機器等の活⽤促進に当たっては、施設⻑等のマネ
ジメント層と現場職員の両⾯への働きかけが不可⽋であり、研修等を
効果的に組み合わせていくことを検討していく。こうした取組みを通じて、
ハード・ソフトの両面から、府を「ノーリフト・ポリシー」の先進地域に変え
ていく必要がある。

出典：大阪府介護・福祉人材確保対策等検討専門部会報告書

5

２．労働環境・処遇の改善：介護ロボット導入・活用支援事業

雇用環境の改善並びに利⽤者の安全確保のためには、ノーリフト（持ち上げない介護）の普及が必須

大阪府をノーリフト（持ち上げない介護）の先進地へ！



【現状と課題】
l 介護職員の離職防⽌、定着促進を図るためには、事業者⾃らが⼀層の努⼒や創意⼯夫をする必要。
l ⼀⽅、労働環境の改善に係る事業者の「⾒える化」できておらず、また、事業者間での切磋琢磨にもつな
がっていない。

l さらに、介護・福祉業界のイメージアップが図られておらず、頑張っている事業者にも人が集まらない。

○他の模範となるような優れた取組み
○特に成果を出していると思われるユニークな取組み など

２．労働環境・処遇の改善： 「（仮称）おおさか介護かがやき表彰」①

○労働環境・処遇の改善
・人材育成のための取組み（研修機会の確保、新人職員のサポート体制、資格取得への支援の充実 等）
・福利厚⽣の充実、職場環境改善の取組み（育児・介護との両⽴、健康管理に関する取組み 等）
・職員の離職防⽌に向けた取組み（職場内相談窓⼝の設置、職員提案制度の実施、⼈事評価基準 等）

など
○サービスの質の向上
・加算の取得状況
・第三者評価の受審、情報の公表制度の任意調査等の実績等
・職員の資質向上への取組み（研修、⾃⼰評価等の実施状況、地域交流等） など

表彰基準

特色ある取組

好事例として、
他の事業者に周知

頑張っている事業者を表彰し、その取組みを広く周知することを通じて、
○安心して働ける労働環境の整備 ⇒ 業界のイメージアップ
○事業者が自主的に取り組むインセンティブ ⇒ 定着促進、離職防⽌の底上げ

【おおさか介護かがやき表彰】…（対象）介護保険サービスを提供する施設・事業所
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１．課題把握 ２．事業者２．事業者
自らの取組み

３．表彰応募３．表彰応募
（自己推薦）

４．表彰式

５．事例普及
表彰事業者による
取組発表

事業者の意識の⾼まり、⾃主的
取組促進に向けた好循環

○介護人材の育成・確保 ○介護サービスの質の向上 ○早期離職防⽌ ○定着率向上

【介護業界のイメージアップ、労働環境の底上げ】

表彰する基準を提示

介護の魅⼒アップに
係るイベントと合同実
施【広報⼒アップ】

事業者及び取組みの
「⾒える化」
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２．労働環境・処遇の改善： 「（仮称）おおさか介護かがやき表彰」②
事業イメージ



３．資質の向上：市町村主体の取組みへの支援①

【 現状と課題 】
・ 特に小規模事業所において、職員の資質向上に向けた研修機会の確保が困難
・ 府の広域的役割を踏まえた研修事業の⾒直しの必要

対応の方向性

【今後の取組み（案）】
■ 地域性を踏まえた事業展開
・ 市町村域ごとに、合同入職式・新人研修（同期づくり）、中堅研修、リーダー養成研修
など各年代・職責に応じた合同研修

・ 地域の事業者の連携による合同研修や研修実施時の職員派遣などの相互支援

⇒  こういった地域ごとの取組みを後押しするため、地域医療介護総合確保基⾦
を活⽤し、たとえば市町村がこれらの事業を実施する場合に補助を⾏うなどの
支援メニューを創設
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３．資質の向上：市町村主体の取組みへの支援②
事業イメージ

大 阪 府
地域医療介護総合確保基⾦を活⽤し、介護職員の資質の
向上・定着促進のための市町村主体の取組みへ補助

市町村主催による合同
研修の実施
・ 市町村域内での合同
入職式
・ 中堅研修、リーダー養成
研修など階層別研修の
実施 など

市町村による定着促進の
ための相談支援
・ 市町村域内における離職
防止のための相談支援の
実施 など

市町村域内の法人連携への支援
事業所

事業所

事業所

事業所 研修受講時の
相互支援
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